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国
民
生
活
基
礎
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
平
成
22

年
国
民
生
活
基
礎
調
査
を
６
月
３

日
、
７
月
15
日
現
在
で
行
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
国
民
す
べ
て
が

健
康
で
明
る
く
豊
か
な
生
活
を
送

る
た
め
の
保
健
・
医
療
・
福
祉
・

年
金
・
就
業
・
所
得
な
ど
暮
ら
し

に
か
か
わ
る
生
活
や
健
康
実
態
を

正
し
く
知
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も

の
で
す
。
４
月
下
旬
か
ら
調
査
の

対
象
と
な
り
ま
し
た
世
帯
に
調
査

員
が
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
票
に
記
入
し
て
い

た
だ
い
た
内
容
に
つ
い
て
は
統
計

法
に
基
づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま

す
の
で
、
正
確
な
ご
記
入
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
大
分
県
東
部
保
健
所

健
康
安
全
企
画
課

☎
０
９
７
７
67
２
５
１
１

浄
化
槽
の
維
持
管
理
の
ポ
イ
ン
ト

〜
法
定
検
査
に
つ
い
て
〜

　

浄
化
槽
は
、
微
生
物
の
働
き
を

利
用
し
て
、
し
尿
や
生
活
排
水
を

き
れ
い
な
水
に
浄
化
す
る
設
備
で

す
の
で
、
微
生
物
が
活
動
し
や
す

い
環
境
を
保
つ
よ
う
維
持
管
理
を

行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

維
持
管
理
の
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト

①　

浄
化
槽
使
用
開
始
後
３
〜

交
通
災
害
共
済

見
舞
金
請
求
に
つ
い
て

　

交
通
災
害
共
済
見
舞
金
の
支
給

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
柔
道
整
復

師
の
施
術
は
医
師
の
同
意
（
指

示
）
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
有
効

で
し
た
が
、
４
月
１
日
以
降
に
発

生
し
た
交
通
事
故
か
ら
は
、
医
師

の
同
意
（
指
示
）
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

問
総
務
課
総
務
班

☎
０
９
７
８
72
５
１
６
０

国
東
市
民
病
院
の

婦
人
科
外
来
を
再
開
し
ま
し
た

　

休
止
と
な
っ
て
い
た
〝
産
婦
人

科
〞
の
う
ち
、〝
婦
人
科
外
来
〞

部
門
を
４
月
か
ら
再
開
し
ま
し

た
。
な
お
、
出
産
は
引
き
続
き
休

止
と
な
り
ま
す
。

診
療
日　

月
・
水
・
金
曜
日

　
　
　
　
（
祝
日
除
く
）

外
来
受
付
時
間

午
前
８
時
〜
11
時

問
国
東
市
民
病
院

☎
０
９
７
８
67
１
２
１
１

チ
リ
大
地
震
被
災
者
に
対
す
る

救
援
金
受
付

　

日
本
赤
十
字
社
で
は
、
南
米
チ

リ
大
地
震
の
被
災
者
に
対
す
る
救

援
金
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
皆
様

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

受
付
期
限　

４
月
30
日
㈮

日
本
赤
十
字
社
国
東
市
地
区
窓
口

福
祉
事
務
所　

福
祉
対
策
課

各
総
合
支
所　

地
域
市
民
健
康
課

郵
便
振
替
口
座

名
義　

日
本
赤
十
字
社

口
座
番
号

０
０
１
１
０
‐
２
‐
５
６
０
６

（
振
込
手
数
料
無
料
）

※
通
信
欄
に
「
チ
リ
大
地
震
」
と

明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

※
受
領
証
を
希
望
す
る
方
は
、
通

信
欄
に
「
受
領
証
希
望
」
と
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
対
策
課　

家
庭
福
祉
班

☎
０
９
７
８
72
５
１
６
４

大
分
県
地
域
の
元
気
創
造
事
業

　

県
で
は
、
市
町
村
合
併
に
よ
り

周
辺
部
と
な
っ
た
旧
町
村
部
や
過

疎
化
の
進
む
地
域
の
活
性
化
に
向

け
、
一
次
産
業
、
商
工
業
、
観
光

産
業
な
ど
を
通
じ
て
、
地
域
に
雇

用
の
創
出
や
所
得
の
増
大
な
ど
の

波
及
効
果
を
も
た
ら
す
持
続
可
能

な
取
り
組
み
を
立
ち
上
げ
か
ら
定

着
ま
で
支
援
し
ま
す
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
を
お
考
え

の
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

事
業
対
象

個
人
、
各
種
団
体
、
法
人

補
助
対
象
経
費　

取
り
組
み
の
立

ち
上
げ
に
要
す
る
経
費
（
運
営
費

は
対
象
外
）

補
助
率　

原
則
２
／
３

問
大
分
県
東
部
振
興
局

地
域
振
興
部　

☎
０
９
７
８
72
０
８
５
７

土
木
事
務
所
の
建
築
関
係
業
務

の
窓
口
が
変
更
に
な
り
ま
し
た

　

４
月
か
ら
建
築
確
認
、
建
築
士

事
務
所
登
録
、
宅
建
業
免
許
、
開

発
行
為
の
許
可
、
解
体
工
事
の
届

出
等
の
窓
口
が
別
府
土
木
事
務
所

へ
変
更
に
な
り
ま
し
た
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
分
県
別
府
土
木
事
務
所

建
築
住
宅
課

☎
０
９
７
７
67
０
２
１
１

単
独
処
理
浄
化
槽
実
態
調
査
の

お
知
ら
せ

　

県
で
は
、
国
東
市
に
お
い
て
単

独
処
理
浄
化
槽
（
み
な
し
浄
化

槽
）
の
実
態
調
査
を
業
者
に
委

託
し
て
実
施
し
ま
す
。
県
か
ら
依

頼
を
受
け
た
業
者
の
調
査
員
が
訪

問
し
、
単
独
処
理
浄
化
槽
の
設
置

の
有
無
等
に
つ
い
て
調
査
を
し
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

な
お
調
査
に
つ
い
て
は
無
料
で

す
の
で
、
調
査
料
や
手
数
料
な
ど

頂
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
大
分
県
廃
棄
物
対
策
課

一
般
廃
棄
物
班

☎
０
９
７
‐
５
０
６
‐
３
１
２
６

８
ヶ
月
の
間
に
、
県
知
事
の
指
定

す
る
指
定
検
査
機
関
（
※
）
が
行

う
水
質
に
関
す
る
検
査
を
受
け
る

こ
と
。（
浄
化
槽
法
第
７
条
）

②　

浄
化
槽
の
正
常
な
機
能
を
維

持
す
る
た
め
、
保
守
点
検
及
び
清

掃
を
専
門
業
者
に
委
託
し
て
行
う

こ
と
。（
浄
化
槽
法
第
10
条
）

③　

毎
年
１
回
、
県
知
事
の
指
定

す
る
指
定
検
査
機
関
が
行
う
水
質

に
関
す
る
検
査
を
受
け
る
こ
と
。

（
浄
化
槽
法
第
11
条
）

※
指
定
検
査
機
関

　

㈶
大
分
県
環
境
管
理
協
会　

☎
０
９
７
‐
５
６
７
‐
１
８
５
５

　

な
お
、
し
尿
の
み
処
理
す
る
浄

化
槽
の
場
合
、
浄
化
槽
清
掃
と
あ

わ
せ
て
法
定
検
査
の
受
検
申
込
み

が
で
き
ま
す
の
で
地
元
浄
化
槽
清

掃
業
者
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
東
部
保
健
所　

国
東
保
健
部

☎
０
９
７
８
72
１
１
２
７

優
良
運
転
者
を
表
彰
し
ま
す

　

交
通
安
全
協
会
で
は
、
無
事

故
・
無
違
反
を
続
け
ら
れ
た
優
良

な
自
動
車
運
転
者
の
方
を
表
彰
し

て
い
ま
す
。

表
彰
基
準

　

交
通
安
全
協
会
国
東
支
部
の
会

員
で
、
現
に
自
動
車
の
運
転
に
従

事
し
、

①
運
転
に
従
事
し
た
期
間
が
、
15

年
以
上
ま
た
は
20
年
以
上
経
過

し
て
い
る
こ
と
。


